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１か月ずつ区切った各期間について、賃金の支払の基礎となる日数（次頁の⑶参照。）が 11 日以上または、

賃金の支払の基礎となった労働時間数が 80 時間以上ある場合に、被保険者期間１か月と数えます。

　離職日前 2 年間の期間について、被保険者期

間が通算して 12 か月になるまで、遡って離職証

明書の⑧欄、⑨欄を記載します。

　⑨欄に記載する賃金支払基礎日数が 11 日に満

たない期間については、当該期間における賃金

支払の基礎となった時間数を離職証明書の⑬欄

に記載します。
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